
あらさわふる里公園施設使用料
(御前崎市ふるさと交流拠点施設設置及び管理条例より)

(令和 7年 4月 1日 ～)

別表第 1(第 6条関係 )

(単位 :円 )

区分 1日 午前 午後

時間 (8:30～ 17 00) (8 :30～ 12 30) (13 : 00～ 17 : 00)

施設の名称 市 内 市 外 市 内 市 外 市 内 市外

学習館 2,200 3,300 1,200 1,800 1,200 1,800

観察小屋 2,200 3,300 1,200 1,800 1,200 1,800

多目的広場

1平方メー トルにつ

き 20
イベン ト広場

棚池東芝生広場

備考

1 別表第 1の施設利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合並びに商業宣伝若 しくは営業

又はその類似行為を目的として使用する場合は、別表第 1に定める利用料の 100分の 200を 乗じて得た額
とする。
2 1平 方メー トルに満たない端数があるときは、 1平方メー トルとみなす。
3 1件 の利用料が 100円 に満たないときは 100円 とし、100円未満の端数があるときはその端数を 100円
とする。

別表第 2(第 6条関係 )

(単位 :円 )

内容 時間 利用料

業として行う写真撮影等の施設利用料
8 :30～ 17 00

2,000/日

撮影に使用する写真機器類 1台につき500/日

別表第 3(第 6条関係 )

(単位 :円 )

備品名 単位 利用料

机 ム
ロ 100

椅子 1脚 60

展示用パネル 1枚 60

持込器具電源 1回 (5kwま で) 500

備考

利用する施設に備え付けられている設備備品等を利用する際には、これを加算しない。



(有)グランパークあらさわ独自設定の使用料

区分
日

”‐

１

００
０

８ :00)

午前

(8 : 30´‐12 : 00)

午後

(13 :00-17 : 00)
施設 コ設備名 市 内 市外 市 内 市外 市内 市外

イベ ン ト小屋 2,200 3,300 1,200 1,800 1,200 1,800

イベン ト用貸出テン ト

(3.6m× 5.4m)
1,000 1,000

イベン ト用貸出テント設置料込み

(3 6mX5.4m) 5,000 5,000

BBO施設 1基当り

(1時間)

3,000 31000


